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収
益
事
業
を
行
っ
て
い
な
い
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
法
人

は
、
法
人
市
民
税
が
減
免
さ
れ
ま

す
。
４
月
30
日
（
火
）
ま
で
に
、

法
人
市
民
税
減
免
申
請
書
、
均
等

割
申
告
書
、
決
算
書
、
そ
の
他
関

係
資
料
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
公
益
社
団
法
人
・
公
益
財
団
法
人

●
地
方
自
治
法
第
260
条
の
２
第
１

項
の
認
可
を
受
け
た
地
縁
に
よ

る
団
体

●
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
２

条
第
２
項
に
規
定
す
る
法
人

問
市
民
税
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
１
９
２
）

法
人
市
民
税
の
減
免
申
請

給
与
所
得
者
異
動
届
出
書

の
提
出
を
忘
れ
ず
に

　

市
民
税
・
県
民
税
の
特
別
徴
収

対
象
者
と
し
て
給
与
支
払
報
告
書

を
提
出
し
た
後
で
、
退
職
・
休

職
・
転
勤
な
ど
の
異
動
が
あ
っ
た

場
合
に
は
「
給
与
所
得
者
異
動
届

出
書
」
の
提
出
が
必
要
で
す
。

◆
４
月
１
日
ま
で
の
異
動
分
は
…

　

４
月
15
日
（
月
）
ま
で
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

◆
提
出
が
遅
れ
る
と
…

　

既
に
い
な
い
従
業
員
の
税
額
が

通
知
さ
れ
た
り
、
普
通
徴
収
に
切

替
え
後
の
納
付
回
数
が
少
な
く
な

り
、
納
税
義
務
者
（
従
業
員
）
の

一
回
当
た
り
の
負
担
が
大
き
く
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
市
民
税
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
１
９
７
）

青森市営霊園・墓園のご案内

　市では、４か所の霊園及び墓園（三内霊園・月見野霊園・
八甲田霊園・浪岡墓園）を設置しています。
●一般墓地区画の申込受付
　八甲田霊園の新規区画の使用許可申請は通年で受け付けて
います。
　このほか、返還された区画の再提供は年１回受付し、申込
みがなかった区画は、随時提供を行います。
　申込期間など、詳細が決まり次第、お知らせします。

●月見野霊園合葬墓の申込受付
　多くの方々の遺骨を合同で埋葬する月見野霊園合葬墓で
は、現在遺骨をお持ちのかた、または既に墓地に埋蔵されて
いるなど遺骨を改葬するかたの利用申込を通年で受け付けて
います。

問生活安心課（☎017－734－5277）
　浪岡振興部市民課（☎0172－62－1140） 　冬期間閉所中の三内・月見野・八甲田霊

園の各管理事務所を４月１日（月）から開所

します。

　積雪で利用できない場合がありますので

事前にお問合せください。なお、今年度か

ら各管理事務所の受付時間が次のとおり変

更となります。

【各管理事務所の受付時間】

　変更前　８：00～17：00

　変更後　８：30～16：00

●霊園・墓園への埋葬

　埋葬の前に、各管理事務所（浪岡墓園は

浪岡振興部市民課）に「霊園使用許可証」

と火葬後の「埋・火葬許可証」を提出して

ください。

管理事務所は４月１日から開所管理事務所は４月１日から開所

食
品
関
係
施
設
へ
の
衛
生

指
導
な
ど
を
行
い
ま
す

　

市
保
健
所
で
は
、
食
品
の
安
全

を
守
る
た
め
、
毎
年
度
「
青
森
市

食
品
衛
生
監
視
指
導
計
画
」
を
策

定
し
、
食
品
関
係
施
設
へ
の
衛
生

指
導
や
流
通
食
品
の
検
査
な
ど
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

　

計
画
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
、

市
保
健
所
生
活
衛
生
課
、
市
役
所

各
庁
舎
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
生
活
衛
生
課

　
（
☎
017
―
765
―
５
２
９
３
）

退
任
人
権
擁
護
委
員
へ
の

法
務
大
臣
感
謝
状
の
贈
呈

　

令
和
５
年
12
月
末
に
人
権
擁
護

委
員
を
退
任
さ
れ
た
岩
谷
直
子
さ

ん
、
櫻
庭
雅
子
さ
ん
に
法
務
大
臣

感
謝
状
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

　

岩
谷
さ
ん
は
平
成
27
年
か
ら
９

新
市
民
美
術
展
示
館

　
　
　
　
　
　

オ
ー
プ
ン

　

Ｊ
Ｒ
青
森
駅
東
口
ビ
ル
４
階
へ

の
移
設
工
事
を
進
め
て
い
た
青
森

市
民
美
術
展
示
館
が
、
４
月
26
日

（
金
）午
前
11
時
に
オ
ー
プ
ン
し
ま

す
。
６
月
30
日（
日
）ま
で
、
オ
ー

プ
ニ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、
市

所
蔵
美
術
品
の
展
覧
会
を
開
催
し

ま
す
。
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
使
用
料
な
ど
詳

し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

開
館
時
間
▼
午
前
９
時
～
午
後
８
時

休
館
日
▼
毎
月
第
３
月
曜
日
、
年

末
年
始

問
文
化
学
習
活
動
推
進
課

　
（
☎
017
―
718
―
１
４
３
２
）

年
間
、
櫻
庭
さ
ん
は
平
成
24
年
か

ら
12
年
間
、
青
森
地
区
の
人
権
擁

護
委
員
を
務
め
、
地
域
住
民
の
人

権
擁
護
と
人
権
尊
重
の
普
及
・
高

揚
に
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。

問
青
森
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

　
（
☎
017
―
776
―
９
０
２
４
）

　申込資格など詳しくは、生活安心課、浪岡振興
部市民課、各支所などに備付けの合葬墓利用案内
などまたは市ホームページをご覧ください。▶

▲市ホーム
　ページ

市
か
ら
の
重
要
N
E
W
S
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各
種
相
談

４
月
の
市
民
相
談

◆
予
約
が
不
要
な
相
談

所
問
市
民
な
ん
で
も
相
談
室
（
駅
前

庁
舎
１
階
）
☎
017
―
734
―
５
２
４
９

●
一
般
相
談
（
市
民
な
ん
で
も
相
談

室
）　

時
月
～
金
曜
日
（
祝
日
、

年
末
年
始
を
除
く
）
午
前
８
時
15

分
～
午
後
６
時
30
分
※
来
庁
ま
た

は
電
話
で
受
付

●
人
権
相
談　

時
１
日（
月
）・
15
日

（
月
）午
前
10
時
～
午
後
３
時

●
行
政
相
談　

時
４
日（
木
）・
11
日

（
木
）・
18
日（
木
）・
25
日（
木
）

　

午
前
10
時
～
午
後
３
時

●
司
法
書
士
相
談　

時
１
日（
月
）・

９
日（
火
）午
前
10
時
～
午
後
２
時

●
不
動
産
相
談　

時
４
日（
木
）・

11
日
（
木
）・
18
日
（
木
）
・
25
日

（
木
）午
前
10
時
～
午
後
３
時

●
不
動
産
鑑
定
士
相
談　

時
23
日

（
火
）午
後
１
時
～
３
時

●
土
地
家
屋
調
査
士
相
談　

時
１
日

（
月
）午
前
10
時
～
午
後
２
時

●
行
政
書
士
相
談　

時
12
日（
金
）・

19
日（
金
）・
26
日（
金
）午
前
10
時

～
午
後
３
時

◆
予
約
が
必
要
な
相
談

●
法
律
相
談　

時
８
日（
月
）・
22
日

（
月
）
午
後
１
時
～
３
時　

人
各

５
人
（
申
込
順
）　

申
事
前
に
電

話
で
、
生
活
安
心
課
（
☎
017
―
734

―
５
２
５
０
）
へ
。
８
日
分
は
１

日
か
ら
、
22
日
分
は
９
日
か
ら
受

付
（
午
前
８
時
30
分
～
）
※
相
談

は
１
回
ま
で
（
一
人
20
分
間
）

浪
岡
地
区
の
相
談

所
浪
岡
庁
舎　

２
階
小
会
議
室

●
人
権
相
談
・
行
政
相
談　

時
４
日

（
木
）・
18
日（
木
）午
前
９
時
～
午

後
３
時　

問
浪
岡
振
興
部
健
康
福

祉
課
☎
０
１
７
２
―
62
―
１
１
１
３

市
税
な
ど
の
平
日
夜
間
・
休
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

納
付
相
談

　

市
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・

介
護
保
険
料
の
納
付
に
関
す
る
相
談

を
受
付
。
電
話
相
談
も
で
き
ま
す
。

●
平
日
夜
間
納
付
相
談

・
納
税
支
援
課
（
駅
前
庁
舎
）

　

☎
017
―
734
―
５
２
０
９

時
４
月
16
日（
火
）～
18
日（
木
）・
22

日（
月
）～
25
日（
木
）・
30
日（
火
）

午
後
８
時
ま
で

・
浪
岡
振
興
部
納
税
支
援
課

　

☎
０
１
７
２
―
62
―
１
１
４
１

時
４
月
24
日（
水
）～
26
日（
金
）・

30
日（
火
）　

午
後
８
時
ま
で

●
休
日
納
付
相
談

・
納
税
支
援
課
（
駅
前
庁
舎
）

　

☎
017
―
734
―
５
２
０
９

時
４
月
６
日（
土
）・
７
日（
日
）

　

午
前
９
時
30
分
～
午
後
５
時

ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
の

無
料
法
律
相
談

　

離
婚
・
養
育
費
な
ど
の
相
談
に
弁

護
士
が
お
応
え
し
ま
す
。

時
５
月
２
日（
木
）午
後
１
時
～
３
時

人
４
人
（
申
込
順
）

備
相
談
時
間
は
30
分
。
申
込
時
に
相

談
内
容
を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

所
申
問
４
月
26
日（
金
）ま
で
に
、
電

話
で
、
ひ
と
り
親
家
庭
等
就
業
・

自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
（
☎
017
―
734

―
５
８
１
７
）
へ

「
不
動
産
鑑
定
評
価
の
日
」

　
　
　
　

不
動
産
無
料
相
談
会

　

不
動
産
鑑
定
士
に
よ
る
土
地
の
評

価
価
格
や
取
引
な
ど
に
関
す
る
相
談

会
を
開
催
し
ま
す
。

時
４
月
15
日
（
月
）
午
後
１
時
30
分

～
３
時
30
分

所
駅
前
庁
舎　

１
階
駅
前
ス
ク
エ
ア

備
予
約
不
要
、
当
日
直
接
会
場
へ

問
（
公
社
）
青
森
県
不
動
産
鑑
定
士

協
会
（
☎
017
―
752
―
０
８
４
０
）

カ
ダ
ー
ル
な
ん
で
も
座
談
会

時
４
月
19
日
（
金
）
午
前
10
時
～
11

時
30
分　

※
偶
数
月
第
３
金
曜
日

の
同
時
間
に
開
催

所
男
女
共
同
参
画
プ
ラ
ザ
「
カ
ダ
ー

ル
」
企
画
ワ
ー
ク
室
２

内
そ
の
日
に
集
ま
っ
た
メ
ン
バ
ー
で

「
こ
れ
っ
て
私
だ
け
？
こ
ん
な
時

ど
う
し
て
る
？
」
な
ど
の
悩
み
や

疑
問
に
つ
い
て
気
軽
に
話
し
て
み

ま
せ
ん
か
。
聴
く
だ
け
で
も
大
丈

夫
で
す
。

人
備
６
人
／
直
接
会
場
へ

問
男
女
共
同
参
画
プ
ラ
ザ
「
カ
ダ
ー

ル
」
☎
017
―
776
―
８
８
０
０

納
期
限
の
お
知
ら
せ

　

今
月
分
と
し
て
納
め
て
い
た
だ

く
市
税
な
ど
の
納
期
限
は
次
の
と

お
り
で
す
。

※
口
座
振
替
の
場
合
、
納
期
限
が

引
き
落
と
し
日

【
４
月
30
日
（
火
）
納
期
限
】

①
固
定
資
産
税
第
１
期
分

②
児
童
保
育
負
担
金
（
保
育
料
）

第
１
期
（
４
月
）
分

③
市
営
住
宅
使
用
料
４
月
分

④
市
営
住
宅
駐
車
場
使
用
料
４
月
分

⑤
放
課
後
児
童
会
負
担
金
４
月
分

【
５
月
10
日
（
金
）
納
期
限
】

⑥
市
・
県
民
税
（
給
与
特
別
徴
収

分
）
４
月
分

問
①
・
⑥
納
税
支
援
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
２
０
９
）

　

②
子
育
て
支
援
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
３
３
０
）

　

③
・
④
住
宅
ま
ち
づ
く
り
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
５
７
２
）

　

⑤
子
育
て
支
援
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
３
４
８
）

　

４
月
中
旬
に
、
令
和
６
年
１
月

１
日
（
賦
課
期
日
）
現
在
の
所
有

者
の
か
た
に
発
送
し
ま
す
。

◆
課
税
明
細
書
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

　

昨
年
、
取
り
壊
し
た
物
置
が
課

税
さ
れ
て
い
る
、
新
築
し
た
車
庫

が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
、
住
宅
用

地
特
例
の
軽
減
が
入
っ
て
い
な
い

な
ど
、
土
地
・
家
屋
の
現
況
と
異

固
定
資
産
税
納
税
通
知
書

を
発
送
し
ま
す

な
っ
て
い
な
い
か
、
必
ず
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

問
資
産
税
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
２
０
０
）

　

国
民
年
金
保
険
料
は
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
ア
プ
リ
を
利
用
し
た
電
子

（
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
）
決
済
で
納
付

で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
日
本
年
金
機
構
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

問
青
森
年
金
事
務
所

　
（
☎
017
―
734
―
７
４
９
５
）

※
音
声
案
内
２
番
を
押
し
、
再

度
２
番
を
押
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付

は
ス
マ
ホ
ア
プ
リ
で▲日本年金機構

　ホームページ

掲載の内容は、３月４日時点の情報をもとに作成しています。イベントなどは中止・延期・変更となる場合が
ありますので、最新情報は、各お問合せ先にご確認ください。
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S


